
番号及び名称
1 第１１００８３号　西海市観光PR動画制作・放映等業務委託
2 第１３１３８号　長谷川ポンプ所　№2取水ポンプ修繕
3 第１３１３７号　西海東部浄水場№2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修繕

令和6年11月に契約した一者随意契約の契約案件
※　契約金額１３０万円（消費税込）超を公表



第 回 変更請負代金金額

工 期

変更工事概要

　第　回 変更工事概要

　第　回 変更工事概要

　第　回

第 回 変更請負代金金額

第 回

様式第６号（第１４条関係）

契　約　内　容　一　覧　表(業務)

工事概要

業務の種類 その他

業 務 番 号 第１１００８３号

令和６年度

西海市の観光資源の認知度を向上させ、本市の交流人口及び観光消費額拡大につなげることを目的とし、永年使用で
きるような西海市の全体的なPR動画を制作するもの。

西海市観光PR動画制作・放映等業務委託

西海市内

業 務 名

業 務 場 所

契約変更年月日

第 回 契約変更年月日

請 負 代 金 金 額 （ 当 初 ）

変更請負代金金額

西海市契約規則第21条第1項第1号

プロポーザル方式業者選定を行ったことから、相手方が特定される
ため。

令和６年１２月　２日

令和７年　２月２８日

着工年月日

竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

随意契約における契約相手方の選定理由

第 回 変更竣工年月日

長崎県長崎市茂里町3番2号

令和６年１２月　２日

請　負　人
住所・氏名

令和７年１１月３０日まで

５，２１６，６４０円

公 表 期 限

第 回

代表取締役  大西　弘美　様

長崎文化放送株式会社

契 約 年 月 日

契約変更年月日第 回

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項



第 回 変更請負代金金額

工 期

変更工事概要

　第　回 変更工事概要

　第　回 変更工事概要

　第　回

第 回 変更請負代金金額

第 回

様式第６号（第１４条関係）

契　約　内　容　一　覧　表(修繕)

工事概要

修繕の種類 上下水道施設機器資材

修 繕 番 号 第１３１３８号

令和６年度

2024年11月22日当該施設№2取水ポンプが故障した。経年劣化によるものと思われる。部品交換による修繕は不可で
あり、取水ポンプ本体の交換を行うもの。

長谷川ポンプ所　№2取水ポンプ修繕

西海市西海町中浦北郷地内（長谷川ポンプ所）

修 繕 名

修 繕 場 所

契約変更年月日

第 回 契約変更年月日

請 負 代 金 金 額 （ 当 初 ）

変更請負代金金額

当事業者が取水ポンプの状況を確認した結果、取水ポンプの早期納
入及び修繕が可能であることを確認かつ、水道機器交換の専門技術
を有し、適正に修繕を行えるため。

令和６年１１月２５日

令和６年１１月２９日

着工年月日

竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

随意契約における契約相手方の選定理由

第 回 変更竣工年月日

長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷254番1号

令和６年１１月２５日

請　負　人
住所・氏名

令和７年１１月３０日まで

１，４１６，８００円

公 表 期 限

第 回

所長  冨川　博文　様

㈱協環　西海営業所

契 約 年 月 日

契約変更年月日第 回

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項



　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項

長崎県佐世保市卸本町23-1

令和６年１１月２８日

請　負　人
住所・氏名

令和７年１１月３０日まで

１，８７０，０００円

公 表 期 限

第 回

支店長  村井　政善　様

長崎管材㈱　佐世保支店

契 約 年 月 日

契約変更年月日第 回

当該業者は水道施設部品の卸売業者であることから、早急な部品確
保が可能かつ、修繕への専門的知識を有している。それを踏まえ、
2024年内の送水ポンプ本体等の確保及び修繕完了が可能であること
が確認できたため。

令和６年１１月２８日

令和６年１２月２７日

着工年月日

竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

随意契約における契約相手方の選定理由

第 回 変更竣工年月日

第 回 契約変更年月日

請 負 代 金 金 額 （ 当 初 ）

変更請負代金金額

様式第６号（第１４条関係）

契　約　内　容　一　覧　表(修繕)

工事概要

修繕の種類 上下水道施設機器資材

修 繕 番 号 第１３１３７号

令和６年度

2024年11月26日東部浄水場の№2送水ポンプが故障し、作動不能となった。モーターベアリングの破損が原因。破損
した部品が製造終了しており、送水ポンプ本体及び周辺部品を交換しない限り復旧ができないため、送水ポンプ本
体・仕切弁・チャッキ弁の交換を行う。

西海東部浄水場№2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修繕

西海町川内郷地内（東部浄水場）

修 繕 名

修 繕 場 所

第 回 変更請負代金金額

工 期

変更工事概要

　第　回 変更工事概要

　第　回 変更工事概要

　第　回

第 回 変更請負代金金額

第 回 契約変更年月日
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